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◎荒川徹議員の一般質疑（60分） 

 

1. 市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について 

介護保険について 

——保険料、利用料の負担軽減を 

——介護サービス事業所に対する支援を 

在宅医療の提供体制確保と質の向上の取り組みを 

2. 地球温暖化防止の取り組み等、本市の環境行政について 

3. 下関北九州道路について 

 

 

荒川徹議員への答弁と再質疑 ※音声をもとに党市会議員団で要約したものです 
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荒川徹議員の一般質疑 

日本共産党の荒川徹です。会派を代表して一般質疑を行います。 

 

1． 市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について 

最初に、市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について尋ねます。 

もとより、子ども・子育て施策を充実することは、きわめて重要な政策課題であります。その

ためにわが党は政府に対し、0～2 歳児を含むすべての子どもの保育料、および学校給食の完

全無償化を強く求めるとともに、保育士の配置基準の抜本的見直しと、保育士の賃金引き上げ

と労働条件の改善を強く求めています。そしてその財源については、子ども・子育て支援金制

度として医療保険料に上乗せして、高齢者をはじめ国民に実質的な負担増を押しつけるので

はなく、軍事費を削り、大企業や富裕層への課税強化で確保すべきであると考えています。 

この考えに立って、市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について市長に尋ねます。 

令和６年度に本市が行った市民意識調査で、北九州市政に期待することへの回答は、「保健、

医療、介護、福祉などの充実」が 51％で、最高となりました。政令市で最も高齢化がすすむ本

市において、市民の切実な声がここに示されています。 

一方、令和 8 年度予算案では、国民健康保険料は子ども・子育て支援金制度により 2,329

円の負担増、後期高齢者医療は子ども・子育て支援金制度の影響額を含め 11,650 円の負担

増となっています。また、後期高齢者医療制度では、昨年 10 月からそれまでの軽減措置が撤

廃され、一般所得者層のうち、一定以上の所得がある人は医療費窓口負担が 2 割に引き上げ

られるなど、高齢者には極めて厳しい負担増が襲い掛かっています。 

市長は、市民のいのちと健康を守り、子育てを支援する地方自治体としての本市の役割を踏

まえ、政府に対し国民健康保険や後期高齢者医療において市民の負担増を招かない対応を求

めるとともに、本市独自の施策を行って、市民意識調査の結果を踏まえた住民の付託に応える

ことを強く求め、見解を尋ねます。① 

 

次に、介護保険について尋ねます。 

昨年、全国市長会議、大都市民生主管局長会議、及び大都市介護保険担当課長会議が、それ

ぞれ国への要望事項として、第 1 号被保険者の介護保険料の負担抑制のため、介護給付費に

係る国の負担割合を引き上げる等改善を求めています。 

本市においては、2000 年度の介護保険制度導入時は、保険料の基準額が月額 3,150 円



でしたが、現在は 6,590 円へと、2.1 倍に負担が増えています。基準額層の収入に占める負

担割合は、第 1 期の 3.1%から、現在は 6.6%にもなっています。 

本市の介護保険第 1 号被保険者のうち、年額 18 万円未満の年金受給者など低所得の約 2

万 5 千人は自分で保険料を納めることになっていますが、そのうち約 4 分の 1 にあたる

6,000 人近い人が保険料を滞納しています。そのために、介護が必要な状態でありながらサ

ービスの給付制限を受けています。これに対し、低所得者に対する市による保険料の独自の減

免は 136 件にすぎません。 

本市では、政令市で最も高齢化が進んでいる一方、市民の暮らし向きは政令市のなかで最

も厳しい状況となっており、保険料の負担とともに、介護サービス利用時の負担を軽減するこ

とは極めて切実な市民の声です。 

そこで、本市独自の財源を投入して、第 1 号被保険者の保険料、及び介護サービス利用時の

負担を軽くすることを求め、見解を尋ねます。② 

 

次に、介護サービスを担っている介護事業所への支援について尋ねます。 

わが党の「しんぶん赤旗」は、高齢者の在宅介護を支える訪問介護事業所に関する全国調査

で、昨年末時点で訪問介護事業所が一つもない自治体が 116 町村となったとしています。ま

た、事業所が一つしかない自治体が、前回から 10 増えて 279 市町村になっており、訪問介護

“空白地域”拡大に歯止めがかかっていない状況です。 

本市においてもこの間の訪問介護事業所数の推移をみると、令和 4 年 4 月時点で 321 で

したが、昨年 4 月では 296 へと減少しています。 

ここでは、基本報酬の引き下げで深刻な経営難に見舞われている訪問介護事業所を例にあ

げましたが、多くの介護事業所が深刻な人手不足、低賃金や身体的負担による離職の悪循環

のなかで経営難という困難に直面しています。 

そこで、介護サービスを担っている事業所に対し、事業所の安定運営、及び従事者の処遇改

善による人材確保支援のため、財政支援を含む実効性ある対策が必要です。答弁を求めます。

③ 

 

次に、在宅医療の提供体制確保と質の向上の取り組みについて尋ねます。 

病気や要介護状態となっても、住み慣れた地域で療養しながら安心して暮らし続けることが

できるよう、その選択肢の一つとして在宅医療の需要が高まっています。 

本市においても訪問診療患者数は年々増加傾向にあります。その一方で、在宅医療を提供

する医療機関や医師の数は、届け出基準の変更があった平成 29 年から、増減しながら横ばい

状態です。 

本市は、今後見込まれる在宅医療の需要の高まりに対して、24 時間・365 日対応の困難さ



や、在宅医療を提供する医師の不足、患者・家族等の知識・理解不足等への対応が課題として

います。 

2026 年度本市は、在宅医療に取り組む医師の確保や在宅医療への理解促進を図るため、

医師等を対象とした研修会の開催や、啓発資料の作成・配付、市民向けの講演会実施等の「在

宅医療普及啓発事業」予算として 1,100 万円を計上しています。 

そこで、在宅医療の現状と今後のニーズの見込み、及びそれを担う医療体制の拡充、質の向

上を図る取り組みについて、見解を尋ねます。④ 

 

2． 北九州市の地球温暖化防止の取り組みについて 

次に、本市における地球温暖化防止の取り組みについて尋ねます。 

市長は、近年、気候変動による異常気象等が世界各地で頻発化しており、地球温暖化の要因

となる温室効果ガスを減少させる取り組みは、極めて重要であるとの認識を示してきました。

また、これまで既存産業の脱炭素化を後押しするため、中小企業への省エネ設備等の導入補助

による省エネの促進、太陽光パネルや空調設備等、第三者所有方式によって導入する再エネ

100％北九州モデルの推進等に取り組んできたとしています。 

温室効果ガスの削減目標について日本政府は、2030 年度に 2013 年度比でマイナス

46％以上、2035 年度にマイナス 60％以上、2040 年度にマイナス 73％以上としています。 

現在本市では、環境審議会に諮問して「北九州市地球温暖化対策実行計画」の改定作業が行

われています。改定案では、温室効果ガスの 2050 年度実質ゼロに向け、2030 年度に

2013 年度比でマイナス 47％とすることに加え、新たな設定案として、2035 年度に 2013

年度比でマイナス61%以上、2040年度に同じくマイナス74%以上という目標値を提案して

います。 

しかし、2023 年の COP28 では、産業革命前と比較して地球の平均気温上昇を 1.5℃以

内に抑える国際約束であるパリ協定の「1.5℃目標」達成には、世界全体で 2019 年比で、

2030年にマイナス43%、同じく2035年にマイナス60%の削減が必要と認識されました。 

その最大の理由は、2℃以上の温暖化で気候システムが壊滅的な転換点、ティッピングポイ

ントを迎え、サンゴ礁消滅、海面上昇、猛暑などの甚大な被害が急増するためです。日本におけ

る脱原発と脱温暖化を専門的視点から提言する研究者のグループである「未来のためのエネ

ルギー転換研究グループ」は、「グリーントランジション 2035」で、日本政府の 2030 年度の

目標は 2019 年比でマイナス 38％にすぎず、国際的な最低要請水準を大きく下回るもので

あるとしています。 

本市の中間目標は、いずれも極めて不十分な日本政府の目標を、わずか 1 ポイントずつ上回

るものでしかありません。 

本市は 2021 年 6 月、「気候非常事態宣言」を発し、環境と経済の好循環によるゼロカーボ



ンシティ実現に向けた決意を示しました。その立場に立った意欲的な目標設定と、それに相応

しい取り組みが求められています。 

そこで、温室効果ガス排出削減目標を、COP28 で確認された、2019 年比で 2030 年マ

イナス 43%、同じく 2035 年マイナス 60%に見合うものに改定することを求め、見解を尋ね

ます。⑤ 

 

市長は、本市の温室効果ガスの排出削減には、排出量全体の約６割を占める産業部門の対

策が鍵を握るとして、市内企業の脱炭素化に寄与する再生可能エネルギーの導入、水素供給利

活用拠点化、サーキュラーエコノミーをより一層推進するとともに、市の強みであるグリーン産

業の発展に重点的に取り組むと述べています。 

そこで、排出量全体の 6 割を占める産業部門について、各企業としっかり協議し、各節目で

の削減の数値目標を設定すること。合わせて、削減目標の進捗管理のために、企業との間で削

減協定を締結することについて、見解を尋ねます。⑥ 

 

次に、カーボンニュートラルポート推進事業について尋ねます。 

本市で排出される温室効果ガスのうち 86％が、本市の港湾区域、臨港地区で出入港する船

舶、運送車両、地区内の工場・事業場、発電所等から発生しているとのことです。そこで港湾の

脱炭素化の取り組みを推進するため、港湾区域、臨港地区において活動する64の企業や団体

が「北九州港港湾脱炭素化推進協議会」に参加しているとのことです。 

そこで尋ねます。「北九州港港湾脱炭素化推進協議会」において、本市の温室効果ガス削減

に向けて、協議会参加の企業や団体の間で、温室効果ガス削減に向けた課題をどのように共

有し、取り組みをおこなっているのか。また、港湾空港局における、環境局をはじめとした行政

内部との連携について、答弁を求めます。⑦ 

 

3． 「下関北九州道路」の計画について 

最後に、「下関北九州道路」の計画について尋ねます。 

昨年 11 月 25 日、第 96 回北九州市都市計画審議会において、「下関北九州道路」が賛成

多数で承認され、都市計画決定されました。 

市長は、関門橋・関門トンネルだけでは危機管理上も非常に心許ない。また老朽化が進んで

いるという声がたくさんある中で、「下関北九州道路」の都市計画決定というのは大きな一歩

であるとしています。 

市はこれまで、現状では事業主体や事業手法は決まっておらず、事業の採算性や地元自治体

の負担額などは明らかになっていないとしてきました。 

下関北九州道路に関して１月 21 日、国の社会資本整備審議会道路分科会、第 71 回国土幹



線道路部会で審議されました。国は、令和 2 年時点で 2,900 億円から 3,500 億円となって

いた事業費は、その後物価・資材高騰等で増額するとの見込みを示しました。これに対しある

委員は、「大幅に上がる見込みの事業費に見合う価値があるのかの検討が必要」と指摘してい

ます。 

同じく報告で、海峡部が約 2 キロの国内では明石海峡大橋の次に長い橋梁になり、海の上

ということから維持管理については高度な技術が必要になってくるとしています。これについ

ても委員から、過酷な環境に置かれる海峡架橋の特殊性を指摘し、防食技術などその後の技

術革新の成果が海峡架橋の技術基準として反映できていないことについても検討すべきとの

意見が出されています。 

一昨年の 9 月定例会で市長は私の質問に対し、事業化に向けて、多くの方々の事業に対す

る理解をさらに深めてもらうため、４つの政策目標を踏まえた経済波及効果など新たな整備の

効果を示せるよう、国、関係自治体、経済界とも連携しながら取り組み、その結果については、

市民に丁寧に示していきたいと答弁しています。 

そこで、４つの政策目標を踏まえた経済波及効果など、整備の効果に関するその後の調査、

検討の進捗について、答弁を求めます。⑧ 

 

 次に、この事業に係る公共事業評価について尋ねます。 

本市の公共事業評価システム要綱は、「北九州市が関与する公共事業の必要性や効果等を

客観的に評価するとともに、市民の意見を踏まえることにより、公共事業の実施や継続等の判

断について客観性と透明性の向上を図ることを目的とする」としています。 

昨年２月定例会で都市戦略局長は、「今後、事業主体や事業手法が決定するとともに、事業

の採算性や地元自治体の負担額などが明らかになった際には、公共事業評価システムに基づ

き、適切に対応してまいります」と答弁しました。 

そこで、公共事業評価の実施に向けた今後の取り組みについて答弁を求めます。⑨ 

 

以上で、私の第一質疑を終わります。 

 

荒川徹議員の一般質疑 答弁と再質疑 

 
［市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について］ 
■市長 

まず第 1 項目、市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について、そのうち、在宅医

療の現状と今後の見込み、医療体制の拡充、質の向上、お尋ねがございました。 

医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしく生活していただけるよう、医

療の面から暮らしの安心を支える在宅医療を充実させることは、安らぐまちの実現に向け

重要と認識をしております。 



国は、85 歳以上の高齢者数がピークを迎える 2040 年に向けて、持続可能で質の高い医

療提供体制の構築を目指す新たな地域医療構想の中で、在宅医療の充実を掲げておりま

す。高齢社会のフロントランナーである北九州市におきましても、在宅医療の需要に応え

るべく、着実に取り組みを進めていく必要があります。 

現在、市内の在宅医療を提供する医療機関は 303 か所、医師は 394 人でありまして、こ

こ数年は大きくな変動なく推移をしてきております。 

一方で、令和 5 年度に実施した在宅医療に関する現状調査におきましては、在宅医療に

関わる人材の不足、24 時間 365 日の対応、在宅医療に関する患者や家族の認知、理解不足

などが参入のハードルとなっている実態がわかりました。 

今後も増加する在宅医療の需要に対応するためには、医療を支える側と受ける側の双方

からの取り組みが不可欠と考えております。 

支える側の取り組みといたしましては、令和 6 年度から、新規参入や拡充を考える医師

などを対象といたしまして、座学や同行訪問などを行う在宅医療スタートアップ支援研修

を開始いたしました。令和 7 年度の研修では、多くの参加者の方々から、在宅医療の開始

や充実を検討したいとの前向きなお声が寄せられ、在宅医療への熱量の高まりを実感して

いるところでもございます。 

他方で、昨年 4 月に、八幡医師会が、在宅医療に従事する医師のサポートや相談対応も

行うはっちい診療所を開設するなど、医師会からも質や量の拡充を力強く後押しする動き

が出てきております。 

また、市民の理解促進に向けましては、令和 7 年度、新たに、市民講演会の開催や在宅

医療を円滑にご利用していただくためのパンフレットを作成するなど、受ける側の取り組

みも一段と加速させたところであります。 

今後も、医師会など関係団体とも緊密に連携をいたしまして、在宅医療体制の拡充と質

の向上に努め、市民の皆様が住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていけるよ

う、全力で取り組んでまいります。 

 

［北九州市の地球温暖化防止の取り組みについて］ 
次に、大項目 2 つ目、北九州市の地球温暖化防止の取り組みについて、産業部門で、各

節目での削減目標の設定、企業との間で削減協定を締結するということについての見解、

お尋ねございました。 

北九州市では、世界をリードするサステナブルシティを目指すという強い決意のもと、

地球温暖化対策につきましても官民一体となって取り組んでおります。また、気候変動に

対する危機感が世界的に増す中、企業におきましては、市場からの要請を背景に、石炭、

石油等の化石燃料から再生可能エネルギー等への転換に加えまして、サーキュラーエコノ

ミーの推進など、脱炭素化を経営課題と位置づける動きが加速しております。 

これらを受けまして、北九州市の産業部門の 2022 年度の温室効果ガス排出量は、基準

年の 2013 年度と比べ、地域全体の削減率約 28 パーセントを上回る約 31 パーセントの減

となりました。 

これは、市内排出量の約 6 割を占める産業部門におきまして、省エネや生産工程の見直

しなどの取り組みが着実に進んだ結果であり、市内企業の皆様の高い環境意識と不断の努

力の表われと受け止めております。 



議員御提案の産業部門における削減目標の設定につきましては、市の温暖化対策実行計

画で個別に行う予定はありませんが、家庭業務など他の部門も含め推計値を試算結果とし

てお示ししており、その実績は毎年確認していくこととしております。 

また、企業との削減協定の締結につきましては、北九州市の大量排出者の多くはグロー

バル企業でございまして、1 つに、国のエネルギー政策や産業技術開発の進展の影響を強

く受けること、2 つに、各業界団体においてすでに削減目標を設定していること、3 つに、

設備更新の時期や投資判断を市内の事業所単独では決定できない場合が多いことなどを踏

まえまして、北九州市と個別企業との間で数値目標を定める削減協定の締結は考えており

ません。 

北九州市といたしましては、企業との意見交換等を通じまして、将来展望や現場の実情

を共有し、再エネ調達の選択肢の拡大や資源循環ビジネスの創出等による主体的な企業の

脱炭素化の取り組みを後押ししていく考えであります。 

こうした企業の動きはすでに具体的な形となって表れており、その一例として、日本製

鉄株式会社様が、高炉プロセスから電炉プロセスへの転換という大規模な投資を決定した

ところでございます。 

これは、企業自らが将来を見据え、脱炭素化へと舵を切った大変意義深い事例でござい

まして、市内企業のさらなる環境意識向上にもつながるものと受け止めております。 

北九州市といたしましては、企業の主体的な脱炭素化の取り組みを後押しするととも

に、官民が一体となって北九州市の温暖化対策を着実に推進してまいります。 

私から以上です。残りは担当局長等からお答えします。 

 

［市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について］ 
■保健福祉局長 

私からは、大項目 1 つ目、市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実についての残りの

ご質問に順次お答え申し上げます。 

まず 1 点目の、国民健康保険や後期高齢者医療の保険料の負担増とならないよう政府に

対し求めることと、本市独自の施策を行うべきとのご質問でございます。 

子育てを社会全体で支えることは重要であり、その理念は国全体で共有するものと考え

る一方で、医療保険被保険者の負担抑制も重要な課題であると認識しております。 

子ども子育て支援金制度につきましては、令和 6 年の法改正により、子育て世帯を支え

る新しい分かち合い、連帯の仕組みとして導入が決まり、令和 8 年度から医療保険料と合

わせて子ども子育て支援金の徴収が開始されることとなりました。 

このことから、北九州市の令和 8 年度予算における 1 人当たり保険料のうち、子ども子

育て支援金分の年額は、国民健康保険は 2329 円、後期高齢者医療は 2115 円となっており

ます。 

子ども子育て支援金制度は、すべての世代、社会経済主体で支えるものであることか

ら、国において既存の医療保険の徴収基盤を活用することとされたものでございます。被

保険者の皆様には、この点をご理解いただけるよう周知に努めたいと考えております。 

他方、北九州市の独自施策としましては国民健康保険の保険者として、子育て世代の保

険料を軽減する多子減免や、特定検診受診料の無料化などにすでに取り組んでおります。 

さらに、国民健康保険の財政運営主体である県や、後期高齢者医療の保険者である福岡

県後期高齢者医療広域連合にも被保険者への配慮を要望してきたところでございます。 



また、国民健康保険制度は、高齢者や無職のかたの加入が多い現状があるため、国に対

して、国庫負担割合の拡大による被保険者の負担軽減などを引き続き要望してまいりたい

と考えております。 

北九州市としましては、今後とも、被保険者の負担に配慮しつつ、国民健康保健財政の

安定的かつ持続可能な運営に取り組んでいくとともに、広域連合にも同様の趣旨で働きか

けてまいりたいと考えております。 

次に、介護保険に関しまして、本市独自の財源を投入して第 1 号被保険者の保険料やサ

ービス利用時の負担軽減を図ることを求めるとのご質問でございます。 

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度であり、高齢者の負担能力にも配

慮しつつ、給付と負担のバランスを維持しながら、持続可能で公平な制度運営が重要でご

ざいます。 

北九州市では、被保険者の負担に配慮した様々な対応を行っております。まず、65 歳以

上の第 1 号被保険者の所得に応じた保険料区分につきましては、中間層の負担増を緩和す

るため、国の標準より細かい 15 段階に分けてご負担いただいております。 

また、制度上の軽減措置として、市民税非課税世帯が該当する第 1 段階から第 3 段階の

保険料を公費を投入して引き下げており、北九州市におきましても、令和 8 年度予算で

は、被保険者の 4 割を超える 12 万 6000 人に対して 14.7 億円の公費を投入することとし

ております。 

これに加え、北九州市独自の制度として、市民税非課税世帯のうち、収入や資産など一

定の要件に該当する方には、申請に基づき保険料を軽減する制度も設けております。 

他方、利用料につきましては、介護サービス費用の 1 割から 3 割をご負担いただいてお

りますが、負担能力に応じて上限額が設けられるなど、制度上一定の配慮がされておりま

す。そのほか、保険料や利用料の双方に関して、支払いが困難で生活保護に至る恐れがあ

る場合に、負担を軽減する制度もございます。 

この中で、保険料滞納による給付制限につきましても、要件に該当する場合は制限を解

除しております。このように様々な負担軽減を実施していることから、市独自のさらなる

負担軽減は考えておりませんが、お困りの方に対しては、現行の軽減措置を丁寧に案内し

てまいりたいと考えております。 

保険者である北九州市としましては、引き続き適切な制度運営に努めるとともに、制度

設計を行う国に対して、高齢者の負担が過重とならないよう要望してまいりたいと考えて

おります。 

最後に、介護事業所の安定運営、人員確保支援のため、財政支援を含む実効性ある対策

をとのご質問でございます。 

高齢化の進展に伴い介護ニーズが高まる中、介護人材の確保、定着を図り、介護事業所

の安定運営を支援することは重要であると認識しております。 

そのため、まず、今回の補正予算において、国の交付金を活用し、物価高騰などの影響

が大きい介護事業所に対して光熱費等を支援する経費を計上させていただきました。 

また、介護事業所が提供するサービスの対価は、公定価格として 3 年ごとに見直される

介護報酬により支払われております。 

次の報酬改定時期は、令和 9 年度のところ。他の産業との賃金差が広がり、人材確保な

ど厳しい状況から、国は、総合経済対策として、令和 8 年度にプラス 2.03 パーセントの臨

時改定を行うこととしました。 



この中で、介護職員の賃金向上につながる処遇改善加算が強化され、対象となるサービ

スや職種も拡充されたところでございます。合わせて、物価高騰に伴うサービス継続支援

や、6 カ月分の賃上げに対するつなぎの補助金を支給することも決定されました。 

そこで、北九州市では、このような国の支援を最大限活用していただけるよう、市内す

べての事業所へ改定内容の集中を図るとともに、加算取得に向けたセミナー開催や個別相

談窓口の設置などの支援を始めたところでございます。 

令和 8 年度は、より多くの事業者がより高い加算を取得できるよう、研修等を充実させ

るとともに、テクノロジー等を活用した生産性向上につながるよう支援してまいります。 

また、新たに対象となったサービスを含めた事業所からのご相談にも丁寧に対応してい

きたいと考えております。 

今後とも、必要な介護が安定して受けられるよう、事業所の経営状況の把握に努めると

ともに、事業所の安定的な経営や人材確保につながる取り組みをしっかりと進めてまいり

ます。私からは以上です。 

 

［北九州市の地球温暖化防止の取り組みについて］ 
■環境局長 

私からは、大項目 2 つ目、北九州市の地球温暖化防止の取り組みについてのうち、温室

効果ガス削減目標を 2019 年比で 2030 年 43 パーセント削減、2035 年 60 パーセント削減

に見合うものにすべきとの質問に答弁いたします。 

温室効果ガスの削減に向けた世界的な取り決めであるパリ協定に基づき、日本を含む締

約国は、自国の温室効果ガス削減目標を定め、その達成に向けた取り組みを進めることが

求められています。 

我が国は、気候変動に関する科学的な評価を行う政府間組織、IPCC が示す、温暖化を

1.5 度に抑える温室効果ガス排出削減経路などの知見を踏まえつつ、昨年 2 月、エネルギ

ー需給構造や産業構造、技術導入の可能性、国民生活や経済への影響などを総合的に勘案

し、2013 年度比で、従来の 2030 年度に 46 パーセント削減する目標に加え、2035 年度に

60 パーセント減、2040 年度に 73 パーセント削減する目標を国連に提出しています。 

議員御指摘の COP28、国連気候変動枠組み条約第 28 回締約国会議で確認されました温

室効果ガス削減目標は、IPCC の第 6 次評価報告書が根拠になっています。 

同報告書では、温暖化を 1.5 度に抑えるための削減シナリオが一定の幅を持って示され

ており、基準年の違いなどから単純な比較は難しいですが、国の削減目標はこの幅の中に

位置づけられると認識しております。 

北九州市では、こうした国の動向や国際的な議論を踏まえ、北九州市地球温暖化対策実

行計画の見直しを進めており、現在、環境審議会で御審議いただいているところです。 

次期実行計画では、国のエネルギー政策や GX 政策の動向などを踏まえ、本市の産業構

造や経済動向、技術進展など地域の実情を精査した上で、実効性を確保できる水準として

国を上回る目標を設定しており、IPCC 報告書の示す方向性とも十分整合しているものと

認識しております。 

現時点で削減目標案を変更する予定はございませんが、国の政策や技術革新の動向、地

域の状況などを踏まえまして、必要に応じて適時見直していくことを考えております。 

引き続き、環境と経済が好循環するサステナブルシティの実現を目指しまして、カーボ

ンニュートラルの実現に向けた取り組みを着実に進めてまいります。 

私からの答弁は以上です。 



■港湾空港局長 

私から、大項目 2 つ目の、北九州市の地球温暖化防止の取り組みについての港湾脱炭素

化推進協議会における課題の共有と取り組み状況等に関するご質問にお答えいたします。 

北九州市では、港湾における温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュート

ラルポートを形成するため、令和 5 年 3 月に北九州港港湾脱炭素化推進協議会を設置し、

令和 6 年 2 月に、官民連携による脱炭素化の取り組みを定めた北九州港港湾脱炭素化推進

計画を作成したところでございます。 

この計画におきましては、北九州市地球温暖化対策実行計画を踏まえた目標を掲げ、そ

の目標達成に向けた課題として、1 つに、公共ターミナルの荷役機械や車両、船舶の脱炭

素化、2 つに、公共ターミナル外の工場や発電所などの脱炭素化、3 つ目に、風力発電など

の再生可能エネルギーや水素などの次世代エネルギーの供給源の確保などを位置づけ、本

協議会の参加企業等に共有しているところでございます。 

中でも、工場や発電所等につきましては、北九州港全体の CO2 排出量の約 99 パーセン

トを排出しており、この脱炭素化が重要であると考えてございます。 

このため、本協議会では、工場や発電所などの主要な企業が名を連ねており、各社の経

営方針や技術の進展、ホストや市場の動向などを踏まえ、脱炭素化に向けた取り組みを進

めているところでございます。 

本協議会の参加企業などの主な取り組みとしましては、1 つに、CO2 排出量が少ない高

効率な LNG 発電所の建設、2 つに、水素と CO2 からメタンを作るメタネーションの実

証、3 つに、製鉄における航路から電炉への転換などが進められているところです。 

さらに、港湾空港局では、毎年、環境局と共同で本協議会を開催し、1 つに、参加企業

等の取り組みの共有や脱炭素化への機運の醸成、2 つに、取り組み促進に向けた国への要

望活動、3 つに、参加企業等の連携による新規需要の創出などにより、参加企業などの取

り組みを後押しすることとしてございます。 

今後も引き続き、関係局と情報共有や調整等を行うとともに、本協議会を通じて、参加

企業等と連携しながら、北九州港の脱炭素化に向けた取り組みを進めてまいります。 

私からは以上です。 

 

［下関北九州道路の計画について］ 
■都市戦略局長 

最後に、私からは、下関北九州道路の計画について、経済波及効果など整備効果に関す

る調査検討の進捗について、もう 1 つの質問の公共事業評価の実施に向けた今後の取り組

みについて、まとめて答弁させていただきます。 

下関北九州道路は、昨年 12 月、山口県及び北九州市により都市計画決定がなされまし

た。これは、法定手続きを経て計画の骨格が公的に確定したものでありまして、構想段階

から具体段階へと移る大きな第 1 歩であると認識しております。 

さらに、本年 1 月には、国の諮問機関である社会資本整備審議会国土幹線道路部会にお

きまして、下関北九州道路の整備に向け、道路ネットワークのあり方などについての議論

が行われております。 

この中で、本州九州連携小委員会が設置され、本道路の役割や有料道路事業の活用など

が検討され、基本方針が取りまとめられることとなっております。 

お尋ねの整備効果に関する調査検討につきましては、今後、暮らし、産業物流、観光、

代替路の 4 つの政策目標を踏まえた経済波及効果など、新たな整備の効果を示せるよう、



国、関係自治体、経済界とも連携しながら取り組み、その結果につきましては市民の方々

に丁寧にお示ししたいと考えております。 

また、公共事業評価につきましては、事業指標、事業費などの具体化と役割分担の整理

が進みまして、仮に北九州市を含む地方公共団体に費用負担が生じる場合には、その内容

などが明確となった段階で、北九州市公共事業評価システムに基づきまして必要な手続き

を適切に行ってまいりたいと考えております。 

下関北九州道路は、経済的に見ましても北九州市の産業基盤を強化する重要な事業であ

り、投資により経済発展を促し、税収増につなげ、市の財政にもプラスにプラスの影響を

与えるといった好循環を作れるよう着実な事業推進に取り組んでまいります。 

答弁は以上でございます。 

 

【第二質疑】 
［市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実について］ 
◯荒川議員 

それでは、今の答弁に対する再質疑を行いたいと思います。 

まず、保健福祉局長にお尋ねいたしますが、市民の医療、介護の負担軽減と体制の充実

という点で、実際にいろんな手を、対策をとっているとおっしゃったけども、負担は増え

てるわけですよね。 

これは間違いない事実ですよね。で、国に対してこういう負担を増やさないようにやっ

ぱり市としては求めていくべきだと思うんですけども、それはやった上でやむを得ない負

担増だということになるんでしょうか。 

 

■保健福祉局長 

国に対して負担増とならないように求めるということに関しましては、もともと国民健

康保険に関しましては、国に対して国庫負担割合の拡大による被保険者の負担軽減などは

要望しているところでございます。 

令和 7 年度も要望しているところでございますので、これをまた続けるというところで

はありますが、子ども子育て支援金制度につきましては国の方で制度が決まったというこ

とでございますので、こちらは医療保険と併せて皆様にご負担いただくことになると思っ

ております。以上でございます。 

 

◯荒川議員 

介護保険制度についてお尋ねしますが、先ほど紹介しましたように、全国市長会はじ

め、局長会議も担当課長会議も、異口同音にですね、いわゆる第 1 号被保険者の介護保険

料の負担抑制のために給付費にかかる国の負担割合を引き上げることを求めているわけで

すね。これは、いわゆる制度の根幹に関わる改変を求めているわけでしょ。 

これに対する国の対応はどうなんでしょうか。 

 

■保健福祉局長 

国に対しては、そうですね、制度設計を行う国に対しまして、高齢者の負担が過重とな

らないよう要望しているところでございます。 

で、様々、国の制度に関する審議というのは行われておりますので、その中で、やはり

高齢者の負担が過度にならないようにという視点はなされてるとは思いますけれども、や



はり全体の介護保険の財政をいかに持続可能にしていくか、サービスを確保していくかと

いう考え方も必要でございますので、その点を兼ね合わせて国の方でも検討していること

だと思っております。以上です。 

 

◯荒川議員 

国はですね。私たちも昨年の 11 月に直接厚生労働省と交渉を行いました。 

その時に言ってたのは、いわゆる保険料、公費、利用者負担の適切な組み合わせによって

制度の持続可能性を確保しているという、そういう答えでした。 

今局長が言われたのも全く同じですよね。で、この今の仕組みを変える必要があると、

そうすることによって 1 号被保険者の負担軽減を図ることが必要だという判断をして、こ

れ去年初めてやった要望じゃないですよね。ずっとやってるでしょ。それでも国が動かな

いわけでしょ。 

それで、北九州市民の非常に強い願いであるいわゆる医療、介護、福祉の充実、負担軽

減という声に応えていくためには、市の財源を投入してでも、この制度の枠の中であって

もね、負担軽減を図っていく必要があるんじゃないかということをお尋ねしたわけです

が、そこについてはどうでしょう。 

 

■保健福祉局長 

介護保険の仕組みでございますが、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みでございま

す。介護サービスに係る給付費用を保険料と国、県、市の公費負担で賄っている。国の見

解はその通りでございます。 

公費負担の割合は介護保険法により定められておりまして、一般会計、市の財源を活用

してその負担軽減を行うというところは適当ではないという風に考えております。 

制度に基づく繰り出しというところで対応しているところでございます。 

 

◯荒川議員 

国はその要望について答えない、市もそれに対する必要な措置をとらないとすれば、現

状変わらないですよね。てことは、毎年やってる国要望っていうのはパフォーマンスです

か。そうしか受け取れないんですよね。 

やはり実効ある対策をとって、直接市民に責任を持っているのは市政ですから、必要な

措置を取るということをですね、私は強く申し述べておきたいと思います。 

 

［介護事業所への支援、職員の処遇改善について］ 
時間がありませんので、次に、介護事業所への支援、そして職員の処遇改善について、

この議会でも何人もの議員からこれに関する質問がありました。 

介護報酬を来年度、国は 2.03 パーセント臨時改定するとしておりますが、過去最高水準

のプラス改定となっていますけども、現場からは依然として不十分だという声が上がって

おります。 

介護職員の賃金は上昇傾向にはあるわけですが、全産業平均と比較すると依然として不

十分な状況だという指摘がありますが、市内の訪問介護事業所の廃止、これ過去 5 年間で

96 事業所になっています。で、その理由で最も多いのが人材不足。事業所の安定経営にと

っても職員の処遇改善は重要であります。 



ここでも国の手厚い措置が必要だと思いますが、これは国に改めてこの点でも強く市と

しても求めていく必要があると思いますし、今、全産業平均と比べて介護従事者職員の給

与水準っていうのはどれぐらい差があるんでしょうか。 

 

■保健福祉局長 

すいません、少しお待ちください、賃金格差のですね、他産業との差は大きく縮まりつ

つはあるのですが、ちょっとすいません、ちょっと今手元ですぐにお答えできません。 

申し訳ありません。 

 

◯荒川議員 

後で教えていただきたいと思いますが、依然として大きな差があるということは事実だ

と思います。で、分かりました。 

 

［在宅医療の関係について］ 
じゃあ、在宅医療の関係について、先ほど市長からお答えいただきましたけど、再度質

問させていただきたいと思います。 

先ほど、在宅医療に関するヒアリング調査、現状分析について説明していただきました

が、高齢化率の上昇に伴って、調査を行った時点の約 7600 人から、2040 年までに約 3500

人、在宅医療が必要となる方が増えるということになってますね。1.5 倍ですね。 

で、24 時間 365 日の対応が大変だという声もある。それから、複数医師で対応すべきで

あるが、また介護事業所との連携が必要であると考えている診療所が 9 割以上となってい

る一方で、過半数の診療所、病院、居宅介護支援事業所から十分な連携がとられていない

という認識が示されているということですね。 

いずれにしても、今後増大する在宅医療の体制拡充と質の向上に向けた取り組みが強く

求められていると思います。 

研修会では、参加した医師のアンケート回答で、現在実施中であるが今後充実したいと

か、未実施であるが実施を検討中という前向きの声も示されたということでありました

が、本格的に体制を強化するという点では、例えば在宅医療に取り組む医師及び看護師な

どのスタッフを本師が招聘するとか、在宅医療に参入してもらうためのインセンティブを

ですね、何か考えていく必要があると思いますが、この点について答弁をお願いします。 

 

■保健福祉局長 

在宅医療の推進というところはこれからもしっかりやっていきたいと思いますが、その

医師を招聘するインセンティブを設けてというようなことができるかということですけれ

ども、県の支援の 1 つであります在宅医療提供体制従事強化事業というものがございまし

て、体制の強化やバックアップ確保にかかる費用への助成等がございます。インセンティ

ブを設けて支援しているというところがございます。 

県とともに連携や役割分担をしながら医療機関や医師への支援を行いまして、今後も、

ニーズが高まる在宅医療への提供体制の充実や医師の確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

◯荒川議員 

先ほど紹介したヒアリング調査、非常に示唆に富んだ内容になっていると思います。 



で、今後ニーズが増える在宅医療について、本市として本格的な体制拡充と質の向上に

ついて取り組んでいってもらいたいということを強く要望しております。 

 

［地球温暖化防止対策について］ 
地球温暖化防止対策についてお尋ねいたします。 

そもそも目標設定が、先ほど局長が言われた数字と私が求めている数字とはかなりの差

がありますよね。一定の幅があるとおっしゃったけども、私が計算したところでは、

COP28 で確認された温室効果ガスの削減目標と比べて、例えば本市で換算するとですね、

2030 年度の削減目標は 153 万トンも上回るんですよ。それから、2035 年度の本市の目標

は同じく 143 万トンも上回ることになります。 

本市として、日本政府よりも先んじて cop28 において確認された目標を掲げて取り組む

べきであるということを強く、この時間がありませんので、指摘しておきたいと思いま

す。引き続き特別委員会でもお尋ねしたいというふうに思いますので、今日はこの場では

そのことを強くは求めておきたいというふうに思います。 

 

［下関北九州道路について］ 
下関北九州道路について伺います。先ほど、法定手続きを経て、決定が進んでいるとお

っしゃったんですね。しかし、4 つの政策目標について市民にわかりやすく説明したいと

いうふうにおっしゃってたわけですけども、今の状況でいくとですね、次々法定手続きが

進んでいって、市民が知らないところで、そして蓋を開いたらこうなりましたということ

になるんじゃないですか。 

公共事業評価システムのスタンスも、それじゃまずいということでしょ、除外時項目と

いうか、公共事業評価システムではこれはやらないっていうところもあるんですけどね。 

まさかそこに合わせて評価をしないということにはならないでしょう。 

ここをお尋ねしておきたいと思います。 

 

■都市戦略局長 

下北道路の事業につきましては、これまでも都市計画手続きの中でですね、法定手続き

で市民の皆様に計画内容をお示しして意見を募るというのを 2 回、環境影響評価の中でも

同様の市民意見を聞くという行為をやっております。 

で、我々も、2 県２市、国も合わせて協力して、この事業についての必要性等々は、い

ろいろな場で広報するなどしてですね、お知らせはしてるっていうとこでございます。 

今議員ご指摘の公共事業評価につきましては、これはあくまで市のルールでありまし

て、その中で、市の事業費が 10 億、50 億っていうのを超えるようになれば、その妥当性

っていうところを前もって評価していこうというシステムだと私は認識しておりまして、

これにつきましては、まだ市がいくらこの事業に負担するということも決まってません

し、そもそも市の負担があるのかっていうところもはっきりしてない状況でございます。 

ですから、そういうものがはっきりした段階で、ルールに従って適切にやるっていう考

えをお示ししたところでございます。はい、以上で。 

 

◯荒川議員 

繰り返し、事業手法も事業主体も決まってないのでわかりません、わかりませんという

ことで、しかし、事態はずっと進んでいってるわけですよ。法廷の手続きに従って。 



このまま何もわからないまま蓋を開けたらこうなりましたっていうことは絶対に許されな

いと思います。 

私は以前、建設費 5000 億円の明石海峡大橋に、地元の兵庫県が 996 億、神戸市が 607

億負担しているという 2018 年の例を紹介しました。 

正確には、地元のいわゆる四国と中国を結ぶ 3 つのルートに関連する 10 の府県市が負

担をしているのが、いわゆるこの全体のですね、費用の、国が 2 分の 1、それから残る 2

分の 1 をこの 10 府県市が負担しているということですね。 

で、これについて、1 つの情報だというふうにおっしゃっていましたけども、これをぜ

ひ調査していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

■議長 

時間になりましたので、進行いたします。 


